
(配布先) 事務連絡(安-2023-22) 

支店長・副支店長 令和５年８月 １日 

施工担当部署長・建設所長 

副部長・副所長・統括工事長 

安全長・安全主任 

工事長・工事主任 

関西支店取引業者災害防止協議会 

関西支店 安 全 環 境 部 長  

移動式クレーン等関連災害の再発防止について(再追加指示) 

移動式クレーン等関連災害の再発防止については、別添１の｢示達本(安環安)20-05｣

及び別添２の｢示達本(安環安)21-03｣により指示してきましたが、この度、(株)エスシ

ー・マシーナリがヒューマンファクターによるクレーンの逸走防止対策として「踏む

ストップ」(別添３参照)を開発しました。

つきましては、移動式クレーン等関連災害の再発防止対策として、下記のとおりル

ールを追加しますので、作業所関係者及び取引業者に周知徹底するよう改めて指示し

ます。 

なお、対象となるクレーンは、オペレーター付きでリースするもので、取引業者持

ち込み(杭工事等)で入場させるものは除外します。 

記 

１．クローラークレーンの走行完了時には、速やかに走行レバーをロックさ

せること 

２．クローラークレーンは、オペレーターの安全意識の維持及びトラブル発

生時の履歴確認を目的として、ドライブレコーダーを搭載したものを使用

すること 

３．クローラークレーンは、視認性向上のため、前後左右を確認できるモニ

ターを搭載したものを使用すること

４．移動式クレーンオペレーターの登録に際して、認知能力テスト「新ブル

ドン抹消検査」を追加すること 

５．【追加】クローラークレーンの走行方向に転落の可能性のある床端部が

ある場合、及び重要保安設備等の近辺で作業する場合の逸走防止対策とし

て、クレーンを電気的に停止させる「踏むストップ」を設置すること 

※この事務連絡は、示達本(安環安)23-06(令和5年7月18日)安全環境本部発行に基づき作成しました。

以 上 
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( )

◇ ： ( )

◇ 被災者 ： ( ) 経験

( )

3次

【発生状況】

構台上で、基礎梁鉄筋材料をレベルコンクリート上へ投入する作業中、休憩に入り作業を一旦中断している時に、７０ｔ
クローラクレーンが単独で後退し、構台の端部手摺を突き抜けて、さらに後退し、8.7ｍ下のレベルコンクリート上に転落
した。

外傷性くも膜下出血に伴う急性くも膜下血腫、頚椎損傷による低酸素症

墜　落

19年10ヶ月

午前10:01分頃

（別紙１）

発生日時 2020年9月12日

建設機械運転工

土

62 歳 所属

70ｔクローラクレーンが構台から転落

6m 以上後退 鉄筋 

落下後の位置 

1 号機 

（被災機） 

2 号機 

ブーム長 39.5ｍ 
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略称 

 

 

 統責者 元方管理者   

 移動式クレーン安全作業打合せ票  
    

  

作 業 名  作業期間     月    日～    月    日 

打合せ日    年    月    日    時    分～    時    分 打合せ場所  

機
械 

持込業者  製造会社  型 式  

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ名  最大吊能力  ブームの長さ 主ブーム       ｍ，ジブブーム      ｍ 

出
席
者 

当    社 (サイン) 共同作業での連絡調整実施業者 

業
者 

１次 (会社名･サイン) 作業 ○Ａ  作業 ○Ｂ  作業 ○Ｃ  

２次以下 (会社名･サイン)    

作 
 
 
 
  

業 
 
  
 
 

計  
 
  

 

画 

作 業 予 定 時 間 ○Ａ   時  分～  時  分 ○Ｂ   時  分～  時  分 ○Ｃ   時  分～  時  分 

作 業 場 所    

作 業 内 容    

※クレーン定格総荷重（吊荷＋吊フック＋吊治具）の90％未満で計画。 

 吊荷＋吊フック＋吊治具＜定格総荷重×0.9（90％）         ①③⑤作業内容で決定 ②④⑥クレーンの能力で決定 

最大重量とその作業半径①     t (作業半径    m①)     t (作業半径    m①)     t (作業半径    m①) 

最大重量作業可能半径②(判定)     m②  (可①＜②・否)     m②  (可①＜②・否)     m②  (可①＜②・否) 

最大作業半径とその重量③     m (荷の重量    t③)     m (荷の重量    t③)     m (荷の重量    t③) 

最大作業半径作業可能重量④(判定)     t④  (可③＜④・否)     t④  (可③＜④・否)     t④  (可③＜④・否) 

作業揚程⑤と作業可能揚程⑥(判定)    m⑤,   m⑥ (可⑤＜⑥・否)    m⑤,   m⑥ (可⑤＜⑥・否)    m⑤,   m⑥ (可⑤＜⑥・否) 

使 用 業 者    

作 業 責 任 者    

玉 掛 者    

合 図 者    

合 図 の 方 法 手合図,無線,笛,(       ) 手合図,無線,笛,(       ) 手合図,無線,笛,(       ) 

玉 掛 ワ イ ヤ ー φ   m/m，   m，本数 φ   m/m，   m，本数 φ   m/m，   m，本数 

作 業 地 盤 及 び 補 強 良，悪（対策      ） 良，悪（対策      ） 良，悪（対策      ） 

吊荷下への立入禁止措置 
バリケード，ロープ，見張員 

その他(                ) 

バリケード，ロープ，見張員 

その他(                ) 

バリケード，ロープ，見張員 

その他(                ) 

架空線近接作業 有 (対策           )  無 有 (対策           )  無 有 (対策           )  無 

アウトリガーの 

最大張出し 

可，不可 

(対策                  ) 

可，不可 

(対策                  ) 

可，不可 

(対策                  ) 

後 方 立 入 禁 止 バリケード，ロープ，(      ) バリケード，ロープ，(      ) バリケード，ロープ，(      ) 

強風対策 風速計，吹き流し，その他（     ） 

雷に対するルール  

 
   (配布)      (記入) (提出)     (確認) 

担当係員 → オペレーター → 担当係員 

◆使用機械  ◆オペレーター作業開始前チェック結果 

持込業者   免許証・移動式クレーン検査証は携帯しているか  

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 
氏名  年令 才    作業開始前点検はよいか。点検表は提出したか  

当該機種の運転経験 年         月        なし    体調はよいか  

製 造 会 社   作業予定による打合せをおこない，内容を理解したか  

最大吊上荷重 主ブーム          ｔ，ジブブーム        ｔ  合図者，合図方法は確認したか  

ブーム最大長さ 主ブーム          ｍ，ジブブーム        ｍ  当該機械の能力で安全作業ができるか  

 (記号 良：○  否：×) 
上記機械について，作業開始前チェック及び作業予定表の内容確認を行いました。 
作業にあたっては，作業所の｢オペレーター十則｣「ペナルティ制度」を順守し， 
安全作業を行います。 

 

   年   月   日 

工事長（工事主任）殿 
 

  オペレーターサイン 

※作業計画を変更するときは，作業所担当者に申し出るとともに再度打合せを行うこと 

※クレーン確認票は，オペレーターが作業開始前にチェックを行った後切り離して担当係員に提出する 

 クレーン確認表 

キリトリ線 

様式－１６ 

（別紙４） 



略称  

 

 
 

 店社管理者  統責者 元方管理者 

 車両系建設機械安全作業打合せ票  

    

  

作 業 名  作業期間     月    日～    月    日 

打合せ日         年    月    日    時    分～    時    分 場  所  

出 
 

席 
 

者 

当    社 
(サイン) 

業 
 

者 

１次 
(会社名･サイン) (責任者･サイン) 

２次 

以下 

(会社名･サイン) (責任者･サイン) 

使 
 

用 
 

機 
 

械 

(区分) (Ｖチェック) 

□整地･運搬･積込用機械 

□掘削用機械 

□基礎工事用機械 

□締固め用機械 

□解体用機械 

□コンクリート打設用機械 

 

(機械名，機種，能力) (所有者) (運転者) (資格) 

使
用
機
材 

(材料，数量，準備区分) 

打 
 
 

合 
 
 

せ 
  

結  
 

果  
 

要 
  

旨 

(項目) (実施措置) (実施責任者) 

打
合
せ
の
項
目 

①選任・指名(作業主任者，作業指揮者，誘導者等) 

②機械移送方法，入退場日と時間 

③場内運行経路，場内制限速度 

④作業手順，作業方法(共同作業での調整を含む) 

⑤立入禁止場所，立入禁止措置の方法 

⑥機械転倒危険場所と転倒防止措置 

⑦地山，構造物の崩壊・倒壊防止措置 

⑧埋設物，架空線近接と防御の方法 

⑨機械点検整備（始業前，月例） 

⑩錠の保管方法，保管責任者 

⑪その他 

(注)・打合せに使用した資料及び打合せ記録を添付すること。 

  ・コンクリート打設用機械は全て。他の機械は機体重量３ｔ以上について全て実施すること。 

  ・移動式クレーン（つり上げ荷重３ｔ以上）については様式－１６を使用し、実施する。 

  ・共同作業で業者間の調整が必要な場合は、連絡調整実施業者を定める。(サイン左側に◎印で表示) 

様式－１５ 

（別紙５） 
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(配布先）                                     示達本(安環安) 21-03 

関係部門長･支店長                               令和 3 年 5 月 11 日 

部門安全管理総括責任者 

部門安全環境部長 

 

 

    安全環境本部長 

 

 

移動式クレーン等関連災害の再発防止について(追加指示) 
 

 

令和2年9月12日に発生したクレーン転落事故に対し，安全環境総括による緊急指示の通達

に基づき，令和2年9月17日付示達本（安環安）20-05「移動式クレーン等関連災害の再発防止

について（指示）」により，安全衛生管理標準の再徹底等の再発防止策を指示してきましたが，

警察及び労働基準監督署の調査が終了し，「原因不明」との見解が示されました。 

｢原因不明｣とはいうものの，オペレーターの操作ミスや体調不良も考えられることから，生産技

術本部及び（株）エスシー・マシーナリとともに再発防止策を検討し，今回， ヒューマンファクター

による災害リスクの低減を目的として，新たに下記のルールを定めることとしましたので，作業所

関係者及び取引業者に周知徹底するよう改めて指示します。 

なお，対象となるクレーンは，オペレーター付きでリースするもので，取引業者持ち込み(杭

工事等)で入場させるものは除外します。 

また，【別紙１】の全国連合取引業者災害防止協議会会長宛文書にて，災防協会員及び傘

下の事業者に対して協力を要請していることを申し添えます。 

 

記 

 

１．クローラークレーンの走行完了時には，速やかに走行レバーをロックさせること

（【別紙２】参照） 

２．クローラークレーンは，オペレーターの安全意識の維持及びトラブル発生時の

履歴確認を目的として，ドライブレコーダーを搭載したものを使用すること 

（【別紙３】参照） 

３．クローラークレーンは，視認性向上のため，前後左右を確認できるモニターを

搭載したものを使用すること（【別紙３】参照） 

４．移動式クレーンオペレーターの登録に際して，認知能力テスト「新ブルドン抹消

検査」を追加すること（詳細については，事務連絡21-09参照） 

※ 上記２～４については，準備期間を考慮して運用開始を令和3年7月1日とする。 

 

以 上 
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【別紙２】 

走行可能状態 走行ロック状態 



ドライブレコーダー・バックモニターの例 

【別紙３】 

型番 SLT6CDVR

電源 12V ～ 48V 対応

液晶サイズ 11 インチ

画角 140 度

記録メディア microSD カード 2 枚（～ 256MB まで使用可能 ) 

記録ファイル MOV 形 式 1280×720 25fps

撮影時間 128GB の microSD カード使用約 18 時間（※状況により異なります）

防水性能 ＩＰＸ5（カメラ・ケーブルのみ）

付属品

サイズ

販売業者
サンコー株式会社
TEL 03-3526-4321

FAX 03-3526-4322

本体カメラ：仕様

モニター：幅 250×高さ 149×奥行 39(mm)、780g
カメラ：幅 65×高さ 30×奥行 38(mm)、100ｇ

モニター、カメラ（カメラ・シール・ネジ）6 セット、モニター用取付金具、延長ケーブル  15m、延
長ケーブル 5m4 本、延長ケーブル 3ｍ、バックミラー取付金具２個、バックミラー取付ネジ４本、
ワッシャー 2 個、ネジ 4 本、ナット 2 個、モニター用ネジ 4 本、リモコン、センサーケーブル



　「センサー」をクローラで踏みつけることで危険域への侵入を検知し、クレーンを自動停止させるシステム

1 感圧ケーブルスイッチをクローラクレーンの履帯が踏むと 警報鳴動

外部 積層信号灯 正常時　緑点灯　 　踏付検知　橙　点滅　プラス　「ブザー音」

運転室 積層信号灯 正常時　緑点灯　 　踏付検知　黄 点滅　　プラス　「ブザー音」

2 踏付状態が継続し　0.5秒後　（設定可）

構台上 積層表示灯　 　橙　と　赤　が点滅

運転室 積層信号灯　 　赤　と　橙　点灯　、ブザー鳴動

クレーン クレーンは停止　（乗降遮断レバーが操作されたと認識し急停止）

エスシー・マシーナリ

重機　移動範囲制限装置　「踏むストップ」

2023/4/1

信号受信機

運転室内

警報

現場負担額 約２２.２万円
内 訳

機器費用 損料負担 ７．２万円

消耗材料費（感圧ケーブル１本等） ７万円

設置工賃 （メーカー対応） ８万円

※ 使用期間６ヶ月とした場合

周囲に警報

基本仕様 1台分 １現場あたり

感圧ケーブルスイッチ
ケーブルプロテクタ内に組込

信号送信機

クローラクレーンの転落防止や重要保安施設接触防止に

人間（軽荷重）は感知しません

安-2023-22

UZB2978
テキストボックス
＜別添３＞


	
	20-05 移動式クレーン災害防止示達.pdf
	20-05 別１_発生状況
	災害・事故事例周知シート

	20-05 別２_移動式クレーン
	20-05 別３_三点式くい打ち(抜き)機等転倒防止
	20-05 別4_移動式クレーン安全作業打合せ票
	20-05 別5_車両系建設機械安全作業打合せ票
	20-05 別６_ペナルティ制度

	
	21-03_クローラ―クレーンの災害防止対策【最終版】(改1).pdf
	21-03_クローラ―クレーンの災害防止対策【別紙１】




